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令和７年度（2025年度）特別支援教育就学奨励費の申請について 

 

 平素は、本校の教育活動の推進にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

 さて、大阪市には、特別支援教育にかかる保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及

奨励を図ることを目的とする「特別支援教育就学奨励費」制度があります。 

 この通知の裏面に記載されているとおり「学校教育法施行令第２２条の３に規定する障がいの

程度」に該当する場合は、特別支援学級への在籍の有無にかかわらず、申請することが可能です。 

申請を希望される場合は、申請に必要な書類をお渡ししますので、お手数ですが学校までご連

絡ください。 
 
 

記 
 
 
１ 提出期限 
 

令和７年６月２３日（月） 

 

２ 提出先及び提出方法 
 
(1) 申請書類は、児童生徒が在学する学校まで提出してください。 

※送付先住所：〒547-0026 大阪市平野区喜連西６－２－１１ 

大阪市立喜連中学校 事務室または特別支援学級 
 
(2) 申請書類にはたいへん重要な情報が記載されています。必ず、保護者の方が持参もしくは学

校へ送付いただくようお願いします。（郵送でご提出の場合、郵送料は保護者様でご負担く

ださい。） 

 

３ そ の 他 
 
(1) 「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費（新１年）」の支給額が（小学校：28,530 円 中

学校：31,500円）に増額されました。 
 
(2) 就学援助による「学用品・通学用品購入費」支給額が就学奨励費の「学用品・通学用品購入

費」支給額を下回る場合は、２次支給において、その差額が支給されることになりました。 

つきましては、就学援助費の認定者もしくは申請中の方であっても、「学校教育法施行令第２２条の３

に規定する障がいの程度」に該当する方は、申請されることをおすすめします。 
 
(3) 申請手続きについて、何かご不明な点がありましたら事務室（電話：06-6704-0003）までお

問合せください。 

 

 

＊制度の詳細については、大阪市のホームページでもご確認できます。

（https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000495262.html） 
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